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宿泊交流体験施設「浄土の館」の管理に関する基本協定書 

 

 平泉町（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、次のとおり、宿泊交流体験

施設「浄土の館」（以下「本施設」という。）の管理に関する基本協定（以下「本協定」という。）を締

結する。 

 

第１章 総 則 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者

たる乙の能力を活用しつつ、利用者及び地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、

もって地域振興の一層の増進を図ることにあることを確認する。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理業務（以下

「本業務」という。）の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するもの

とする。 

２ 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、

その趣旨を尊重するものとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなけれ

ばならない。 

 

（用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

 

（管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物品からなる。 

２ 管理施設及び管理物品の内容は、別紙２のとおりとする。 

３ 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 

 

（指定期間） 

第７条 地方自治法第244条の２に規定する指定期間は、令和９年４月１日から令和14年３月31日と

する。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 
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第２章 本業務の範囲と実施案件 

 

（本業務の範囲） 

第８条 平泉町浄土の拠点施設設置条例（平成29年平泉町条例第１号）（以下「条例」という。）第４

条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）施設運営の全体の総括、連絡調整に関する事務 

（２）施設利用の許可に関する業務 

（３）施設の運営に関する業務 

（４）利用料の収受に関する業務 

（５）減免対象者の利用に関する業務 

（６）広報活動に関する業務 

（７）自主事業 

（８）防犯・警備に関する業務 

（９）利用者のサービス向上に関する業務 

（10）施設、設備等の維持管理に関する業務 

（11）その他施設の運用に関し町長が必要と認める業務 

２ 前各号に掲げる業務の細目は、宿泊交流体験施設「浄土の館」指定管理業務に関する仕様書（以

下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 

 

（甲が行う業務の範囲） 

第９条 次の業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。 

 （１）本施設の目的外使用許可 

 （２）管理施設の修繕業務（詳細については第16条及び仕様書16(２)を参照のこと） 

 

（業務実施条件） 

第10条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとす

る。 

 

（仕様書等の変更） 

第11条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催

するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。 

 

（業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第12条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第８条で定めた本業務の

範囲及び第10条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。 

２ 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲または業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議

において決定するものとする。 
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第３章 本業務の実施 

 

（本業務の実施） 

第13条 乙は、本協定、条例、及び関係法令等のほか、仕様書等及び事業計画書にしたがって本業務

を実施するものとする。 

２ 本協定、仕様書等及び事業計画書の間に矛盾又は食い違いがある場合は、本協定、仕様書等、事

業計画書の順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、事

業計画書に示された水準によるものとする。 

 

（開業準備） 

第14条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等

を行わなければならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ること

ができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じ

なければならない。 

 

（第三者による実施） 

第15条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け

負わせてはならない。 

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、

本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用につい

ては、すべて乙が負担するものとする。 

 

（管理施設の維持保全） 

第16条 管理施設の改造、増築、改築、修繕については、仕様書に基づき、実施するものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第17条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やか

に必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければなら

ない。 

２ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

 

（情報管理） 

第18条 乙または本業務の全部または一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び

甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはなら

ない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、本業務の実施に関して知り得た個人情報の取り扱いについては、別記１「指定管理者個人

情報保護規程」を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事
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故の防止その他の個人情報の適正な管理を行わなければならない。 

 

（情報公開） 

第19条 乙は、その保有する情報のうち本業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書であって、

乙が管理しているものについて、別記２「指定管理者情報公開規程」を遵守し、情報の開示及び提

供を行うため必要な情報公開規程等の整備に努めるものとする。 

 

第４章 備品等の扱い 

（甲による備品等の貸与） 

第20条 甲は、町で配置した備品（以下「備品等（Ⅰ種）」という。）を、無償で乙に貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、備品等（Ⅰ種）を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は仕

様書に基づき、必要に応じて当該備品等を購入または調達するものとする。 

４ 乙は、故意または過失により備品等（Ⅰ種）をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に

応じて甲に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価格を有するものを購入

または調達しなければいけない。 

 

（乙による備品等の購入等） 

第21条 乙は、乙の任意により備品等を購入または調達し、本業務実施のために供することができる

ものとする。（以下「備品等（Ⅱ種）」という。） 

２ 備品等（Ⅱ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、

自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。 

 

第５章 業務実施に係る甲の確認事項 

 

（年間事業計画書及び年度収支計画書） 

第22条 乙は、指定期間中の各会計年度（第７条に規定する会計年度をいう。第24条において同

じ。）ごとに、甲と協議の上、指定管理者指定申請書に添付した事業計画書及び収支計画書の内

容を踏まえた年間事業計画書及び年度収支計画書を、甲が指定する日までに提出し、甲の承認

を得なければならない。 

２ 前項の年間事業計画書及び年度収支計画書には、別記３に定める事項を記載するものとする｡ 

 

（月例業務報告書） 

第23条 乙は、毎月終了後、管理業務に関し、別記４に定める事項を記載した月例業務報告書を

作成し、翌月の10日までに甲に提出しなければならない。 

 

（事業報告書） 

第24条 乙は、毎会計年度終了後30日以内に、各年度における本施設の管理業務の状況に係る別

記５に定める事項を記載した年間の事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただ

し、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以
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内に、当該日までの間の当該年度の事業報告書を提出しなければならない。 

 

（甲による業務実施状況の確認） 

第25条 甲は第23条及び第24条により乙が提出した業務報告書及び事業報告書に基づき、乙が行う業

務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。 

２ 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、

管理物件への立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況に係る管理経費等

の収支状況等について説明を求めることができる。 

３ 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じ

なければならない。 

 

（甲による業務の改善勧告） 

第26条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場

合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じ

なければならない。 

 

（随時報告） 

第27条 乙は、次の事項に該当したときは、速やかに甲に報告を行う。 

 （１）施設において、事故が生じたとき。 

 （２）施設又は施設に係る物品が滅失し、又はき損したとき。 

 （３）施設の管理に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。 

 （４）指定管理者の定款若しくは寄附行為又は登記事項に変更があったとき。 

 （５）指定管理者と金融機関との取引が停止となったとき。 

 （６）指定管理者が施設の管理業務に関して有する債権に対し差押え（仮差押えを含む。）等がなさ

れたとき。 

 （７）手続条例第２条に基づいて提出した事業計画書その他の書類に変更があったとき。 

 （８）その他所管課等があらかじめ定めた事由が発生したとき。 

 

第６章 指定管理料及び利用料金 

 

（指定管理料） 

第28条 甲は、乙が実施する本業務の対価として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

２ 甲が乙に対して支払う協定期間中の初年度及び次年度以降の指定管理料は、各事業年度の予算の

範囲内で定めることとし、各事業年度の指定管理料の額、支払方法等については、別に定めるもの

とする。 

 

（指定管理料の変更） 

第29条 甲または乙は、指定管理期間中に賃金水準及び物価水準の変動、並びにその他のやむをえな

い事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知を
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もって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。 

２ 甲または乙は、前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。 

 

（利用料金収入の取り扱い） 

第30条 乙は、本施設に係る利用料金を当該乙の収入として収受させるものとする。 

 

（利用料金の決定） 

第31条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、

その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行う

ものとする。 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第32条 乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それによって生じ

た損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、そ

の全部または一部を免除することができるものとする。 

 

（第三者への賠償） 

第33条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害

を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由または甲乙双方の責めに

帰すべきことができない事由による場合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に

対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 

（保険） 

第34条 本業務の実施にあたり、甲が付保しなければいけない保険は、次のとおりとする。 

  （１）火災保険 

  （２）損害賠償保険 

２ 本業務の実施にあたり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりである。 

  （１）施設賠償責任保険 

  （２）第三者賠償保険 

   

（不可抗力発生時の対応） 

第35条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、

不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

 

（不可抗力によって生じた費用等の負担） 
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第36条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や追加費用が発生した場合、乙は、その内容や程

度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗

力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理

性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が付保した保険によりてん補された金額

相当分については、甲の負担に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負

担するものとする。 

 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第37条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなっ

たと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れる

ものとする。 

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務

を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。 

 

第８章 指定期間の満了 

 

（本業務の引き継ぎ等） 

第38条 乙は、本協定の終了に際し、甲または甲が指定するものに対し、本業務の引き継ぎ等を行わ

なければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定するものに

よる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じ

なければならない。 

 

（原状復帰義務） 

第39条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して

管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が

定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。 

 

（備品等の扱い） 

第40条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。 

 （１）備品（Ⅰ種）については、乙は、甲または甲が指定するものに対して引き継がなければなら

ない。 

 （２）備品（Ⅱ種）については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。

ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲または甲が指定するものに対

して引き継ぐことができるものとする。 
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第９章 指定期間満了以前の指定の取り消し等 

 

（乙の構成員の変更） 

第41条 乙は、やむを得ない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変

更を申し出ることができる。 

２ 甲は、前項の申し出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 

（甲による指定の取り消し） 

第42条 甲は、条例第９条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その

指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるもの

とする。 

 （１）業務に際し不正行為があったとき 

 （２）甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき 

 （３）乙が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき 

 （４）自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申し出があったとき 

２ 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、

次の事項について乙と協議を行わなければならない。 

 （１）指定取り消しの理由 

 （２）指定取り消しの要否 

 （３）乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定 

 （４）その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命

じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

 

（乙による指定の取り消しの申し出） 

第43条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるもの

とする。 

 （１）甲が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき（一方的な仕様変更等、甲により

不合理な要求が提示された場合を含む。） 

 （２）甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき 

 （３）その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取り消しを希望するとき 

２ 甲は、前項の申し出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第44条 甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に

対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。 

３ 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範

囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。 
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（指定期間終了時の取り扱い） 

第45条 第37条ないし第39条の規定は、第42条ないし第43条の規定により本協定が終了した場合に、

これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。 

 

第10章 その他 

 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第46条 乙は、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならな

い。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はその限りではない。 

 

（本業務の範囲外の業務） 

第47条 乙は、本施設の設置目的に合致し、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費

用により、自主事業を実施することができるものとする。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなく

てはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができる

ものとする。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第48条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申し出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定め

がある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量

法（平成４年法律第51号）の定めるところによる。 

 

（協定の変更） 

第49条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、

甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 

 

（解釈） 

第50条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、または説明若しくは報

告を求めたことをもって、甲が乙の責任をおいて行うべき業務の全部または一部について責任を負

担するものと解釈してはならない。 

 

（疑義についての協議） 

第51条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本協定に特別の定めのない事項に

ついては、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 
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第52条 本契約に関する紛争は、盛岡地方裁判所一関支部を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 

 本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和９年  月  日 

 

 

         甲 

         所在地 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45番地２ 

         名 称 平泉町 

         代表者 平泉町長             印 

 

 

         乙 

         所在地  

         名 称  

         代表者                  印 
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別紙１ 用語の定義（第５条関係） 

 

 （１）「指定開始日」とは、条例に定める指定期間の開始日のことをいう。 

 （２）「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。 

 （３）「仕様書」とは、本協定書に添付された本業務に係る業務仕様書のことをいう。 

 （４）「自主事業」とは、条例に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施

する業務のことをいう。 

 （５）「事業計画書」とは、本施設の指定管理者への指定申請にあたり、乙が提出した事業計画書の

ことをいう。 

 （６）「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人災

（戦争、テロ、暴動等）、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。

なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。 

 （７）「法令」とは、すべての法律、法規、条例及び正規の手続を経て公布された行政機関の規定を

言う。 

 （８）「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料のことをいう。 
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別紙２ 管理物件（第６条関係） 

 

 （１）管理施設 

   ・宿泊交流体験施設「浄土の館」 

構造・建築面積・延べ床面積・

敷地面積 

木造平屋建て 

建築面積  334.60㎡  延べ床面積315.36㎡ 

敷地面積1,643.93㎡ 

（昭和50年１月建築、平成29年 3月改修） 

管理する主な施設内容 宿泊室５室、談話室、厨房、トイレ、シャワー室２室、脱

衣室、事務室、管理人室、玄関・ホール、情報発信室、附

帯設備（エアコン、給湯器、厨房機器等）一式 

 

 （２）管理物品（備品等（Ⅰ種）） 

No. 品名 数量 備考 

１ 座卓 ２台 オリバー製 S･TZ-2510･L 

２ 冷蔵庫 １台 パナソニック製 NR-F502XPV 

３ ノートパソコン ２台 レノボ製 ideapad310 

４ テレビ（43型） １台 ハイセンスジャパン製 HJ43K3121 

５ テレビ（20型） ６台 ハイセンスジャパン製 HJ20D55 

６ ブルーレイレコーダー １台 東芝製 BR-W507 

７ 洗濯機（コイン式） １台 ＡＱＵＡ製 MCW-C70 

８ 乾燥機（コイン式） １台 ＡＱＵＡ製 MCD-CK45 

９ 
電話交換機器及びインター

ネット接続機器 
１式 

ＮＴＴ製 

電話機１台、コードレス電話機２台、Ｆ

ＡＸ１台、Ｗｉ－Ｆｉ装置１式、サイネ

ージ機器（42型モニター含む）１式 
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別記１（第18条関係） 

指定管理者個人情報保護規程 

（基本的事項） 

第１条 この規程は、平泉町個人情報保護条例（平成17年平泉町条例第２号。以下「条例」

という。）第12条の規定に基づき、指定管理者である〇〇〇〇（以下「指定管理者」とい

う。）が、宿泊交流体験施設「浄土の館」（以下「施設」という。）の管理（以下「指定管

理業務」という。）を通じて取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項を定めることを

目的とする。 

（秘密の保持） 

第２条 指定管理者は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（適正管理） 

第３条 指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損等の

事故の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（取得の制限） 

第４条 指定管理者は、指定管理業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければなら

ない。 

（再委託の禁止） 

第５条 指定管理者は、指定管理業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

甲の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしては

ならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第６条 指定管理者は、甲の指示又は承認がある場合を除き、指定管理業務に係る個人情報

を当該指定管理業務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７条 指定管理者は、甲の承認がある場合を除き、指定管理業務を処理するために甲から

引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為を

してはならない。 

（資料等の返還及び廃棄等） 

第８条 指定管理者は、管理業務を実施するために甲から引き渡され、又は自ら取得し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、指定管理業務完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲がその廃棄等別に指示したときは、その指示に従う

ものとする。 
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（従業者への周知） 

第９条 指定管理者は、指定管理業務に従事している者に対し、次に掲げる事項等、当該指

定管理業務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知する。 

(１) 在職中及び退職後においても当該指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと。 

(２) 当該義務に違反したときは平泉町個人情報保護条例（平成17年平泉町条例第２号）

の規定により罰則が科される場合があること。 

（実地調査の受け入れ） 

第10条 指定管理者は、指定管理業務に係る個人情報の適正な取り扱いを確保するため、甲

が当該個人情報の取り扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これに協力

しなければならない。 

（報告義務） 

第11条 指定管理者は、施設の指定管理業務における個人情報の取り扱いにおいて事故が

あった場合、並びに苦情の申し出があった場合は、その都度速やかに町長に報告するもの

とし、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 
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別記２（第19条関係） 

指定管理者情報公開規程 

（目的） 

第１条 この規程は、平泉町情報公開条例（平成12年平泉町条例第１号、以下「条例」

という。）の趣旨に基づき、指定管理者である〇〇〇〇（以下「指定管理者」とい

う。）が、宿泊交流体験施設「浄土の館」（以下「施設」という。）の管理（以下「指

定管理業務」という。）を通じて取り扱う文書の公開に関して必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１）対象文書 

   この規程において「対象文書」とは、指定管理者の役員又は職員（以下「役職

員」という。）が指定管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書、図画

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、役職員が組織

的に用いるものとして、指定管理者が保有しているものをいう。ただし、新聞、

雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

を除く。 

 （２）個人情報 

   個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することに

より、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。た

だし、法人その他の団体の活動に関する情報に含まれる当該法人その他の団体

の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。 

（指定管理者の責務） 

第３条 指定管理者は、この規程を施行するに当たり、条例の目的にのっとりこの制

度の適切な運用を行うとともに、個人情報の保護について最大限に配慮しなけれ

ばならない。 

（開示の申し出ができるもの） 

第４条 何人も、この規程の定めるところにより、指定管理者に対し、当該指定管理

者の保有する対象文書の開示を申し出ることができる。 

（開示申出の手続き） 

第５条 前条の規定による文書等の公開の申し出（以下「公開申出」という。）は、

第１号様式（以下「公開申出書」という。）を指定管理者に提出することより行う

ものとする。 
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２ 指定管理者は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出を

したもの（以下「公開申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。この場合において、指定管理者は公開申出者に対し、補正

の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。 

３ 指定管理者は、公開申出に係る文書等の全部若しくは一部を公開するとき、又

は全部を公開しないとき（文書等の存否を明らかにしないで公開申出を拒否する

とき、公開申出に係る文書等を保有していないとき及び文書等に該当しないとき

を含む。）は、その旨の決定をし、公開申出者に対し、第２号様式により回答する

ものとする。ただし、当該決定の内容が、全部を公開する旨であって、公開申出書

の提出があった日に文書等の公開をするときは、口頭により回答することができ

る。 

（対象文書の開示義務） 

第６条 指定管理者は、開示申出があったときは、開示申出に係る対象文書に次の各

号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合

を除き、開示申出者に対し、当該対象文書を開示しなければならない。 

 （１）法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により開示することができ

ないと認められる情報 

 （２）個人情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ

り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報

を除く。 

  ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定さ

れている情報 

  イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報 

  ウ 当該個人が公務員等（国家公務員（国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第２条第１項に規定する国家公務員をいう。以下同じ。）、独立行政法人等（独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第

２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員（国

家公務員である者を除く。）、地方公務員（地方公務員法第２条に規定する地方

公務員をいう。）並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法

律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の

役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の

内容に係る部分 

 （３）法人その他の団体（指定管理者並びに国、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の
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生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である

と認められる情報を除く。 

  ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれのあるもの 

  イ 指定管理者の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたもの

であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているも

のその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして

合理的であると認められるもの 

 （４）公にすることにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護、犯罪

の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

情報 

 （５）指定管理者並びに町の機関、国の機関、独立行政法人等、町以外の地方公

共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に

関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせる

おそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあ

るもの 

 （６）指定管理者又は町の機関、国の機関、独立行政法人等、町以外の地方公共

団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす

ることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

  ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするおそれ 

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、指定管理者又は町、国、独立行政法

人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれ 

  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する

おそれ 

  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお

それ 

  オ 町、国若しくは市以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は

地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するお

それ 

（部分開示） 

第７条 指定管理者は、開示申出に係る対象文書に不開示情報が記録されている場

合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、
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当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限

りでない。 

２ 開示申出に係る対象文書に前条第２号の情報（個人情報に限る。）が記録されて

いる場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別す

ることができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権

利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第８条 指定管理者は、開示申出に係る対象文書に不開示情報（第６条第１号の情報

を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるとき

は、開示申出者に対し、当該対象文書を開示することができる。 

（対象文書の存否に関する情報） 

第９条 開示申出に対し、当該開示申出に係る対象文書が存在しているか否かを答

えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、指定管理者は、当該対象文

書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。 

（開示決定等の期限） 

第10条 第５条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示申出があった日

から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第５条第２項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場

合において、指定管理者は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長

の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第11条 開示申出に係る対象文書が著しく大量であるため、開示申出があった日か

ら起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂

行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、指定管

理者は、開示申出に係る対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決

定等をし、残りの対象文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。

この場合において、指定管理者は、同条第１項に規定する期間内に、開示申出者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

 （１）この条の規定を適用する旨及びその理由 

 （２）残りの対象文書について開示決定等をする期限 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第12条 開示申出に係る対象文書に町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体、

地方独立行政法人及び開示申出者以外の者（以下「第三者」という。）に関する情

報が記録されているときは、指定管理者は、開示決定等をするに当たって、当該情
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報に係る第三者に対し、開示申出に係る対象文書の表示その他指定管理者が定め

る事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 指定管理者は、第三者に関する情報が記録されている対象文書を開示しようと

する場合であって、当該情報が第６条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定す

る情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開

示申出に係る対象文書の表示その他の事項を書面により通知して、意見書を提出

する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、

この限りでない。 

３ 指定管理者は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が

当該対象文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開

示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週

間を置かなければならない。この場合において、指定管理者は、開示決定後直ちに、

当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示

を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第13条 対象文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電

磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して指定管理者が定め

る方法により行う。ただし、閲覧の方法による対象文書の開示にあっては、指定管

理者は、当該対象文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正

当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 開示決定に基づき対象文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起

算して30日以内に限り、指定管理者に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることが

できる。ただし、当該期間内に当該申し出をすることができないことにつき正当な

理由があるときは、この限りでない。 

（法令等による開示の実施との調整） 

第14条 指定管理者は、法令等の規定により、何人にも開示申出に係る対象文書が前

条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開

示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、当該法令

等により行うものとする。 

２ 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項

本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（異議の申し出等） 

第15条 開示決定等について不服ある者は、開示決定等を知った日の翌日から起算

して60日以内に、指定管理者に対し異議の申し出をすることができる。 

２ 前項の異議の申し出は、書面を提出してしなければならない。 

３ 指定管理者は、第１項の異議の申し出があったときは、町長の意見を聴いて、当

該異議の申し出に回答しなければならない。 
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（任意開示） 

第16条 指定管理者は、対象文書の開示を申し出する権利を十分尊重し、この規程の

適用を受けない対象文書について、開示の申し出があったときは、これに応ずるよ

う努めるものとする。 

（費用負担） 

第17条 開示申出又は前条の開示の申し出を行い、対象文書の写し（電磁的記録にあ

っては、当該電磁的記録を複写したものを含む。）の交付を受ける者は、次に掲げ

る額の費用を指定管理者に納入しなければならない。 

区 分 金 額 

１ 文書若しくは図画の写し

の場合または電磁的記録

を紙その他これに類する

ものに印字し、または印画

したものの写しの場合 

白黒（Ａ３版以

下） 

１枚につき10円（両面に複写

した場合にあっては20円） 

カラー（Ａ３版

以下） 

１枚につき70円（両面に複写

した場合にあっては140円） 

２ 電磁的記録の複製物の場合 記録媒体の価額に相当する額 

３ 業者に委託する等の方法に作成した場合 委託等に要した費用に相当す

る額 

 （対象文書の管理） 

第18条 指定管理者は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、対象文書を適

正に管理しなければならない。 

２ 指定管理者として作成した帳簿書類は，その帳簿閉鎖の時より５年間保存する

ものとする。 

３ 指定管理者は、対象文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。 

４ 前項の定めにおいては、対象文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その

他の対象文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。 

（開示申出をしようとする者に対する情報の提供等） 

第19条 指定管理者は、開示申出をしようとする者が容易かつ的確に開示申出をす

ることができるよう、当該指定管理者が保有する対象文書の特定に資する情報の

提供その他開示申出をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

（情報の提供に関する施策の推進） 

第20条 指定管理者は、文書の開示と併せて、指定管理者の保有する情報が適時に、

かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう努めなければならない。 

（町長への報告） 

第21条 指定管理者は、毎年一回、この規程の施行の状況について町長に報告しなけ

ればならない。 
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２ 指定管理者は、開示の申し出があった場合、その都度町長へ報告しなければなら

ない。 

３ 指定管理者は、指定管理業務を通じて取り扱う情報の公開に関し町長から報告

を求められた場合は、当該事項について速やかに町長へ報告しなければならない。 

（規定の改正） 

第22条 指定管理者は、この規程の規定を改正しようとするときは、あらかじめ町長

の承認を受けなければならない。
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第１号様式（第５条関係） 

文書等公開申出書 

年  月  日 

（指定管理者）   殿 

 

                    申出者（〒               ） 
                    住 所 
                    氏 名 

（団体にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名） 
 

                       連絡先電話番号 （  ） －     
 
 次のとおり、文書等の公開を申し出ます。 

文書等の名称その

他の文書等を特定

するに足りる事項 

 

公開の方法の 
区分 

□閲覧 

□視聴 

□写しの交付（□窓口での交付  □郵便又は信書便による送付） 

□電磁的記録を複写したものの交付（□窓口での交付  □郵便又は信書便に

よる送付） 

申 し 出者の区 分 

□町内に住所を有する個人 

□町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

町内の事務所又は事業所の名称及び所在地 

 

□町内の事務所又は事業所に勤務する者 

勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地 

□町内の学校に在学する者 

在学する学校の名称及び所在地 

 

□施設を利用したもの 

利用の内容 

 

備 考 
 

 

 

※ 受付年月日           年       月       日 

 注 １ □については、該当するものに「レ」を記入してください。 

   ２ ※欄は、記入しないでください。 
   ３ 公開費用の減額又は免除を申し出る場合は、備考欄に該当する理由を記入してください。 
   ４ 記載に不備があるときは、補正を求めることがあります。 
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第２号様式（第５条関係） 

文書等公開回答書 

年  月  日 

 

                         様 

 

     （指定管理者） 

 

   年  月  日付けで申し出のありました文書等については、次のとおり公開する（一部を公

開する、公開しない）こととしたので回答します。 

公開申出に係る文書等の

名 称 

 

文書等の公開の日時及び

場 所 

日 

時 
  年  月  日（ ） 

午前 
  時  分 

午後 

場 

所 
 

公 開 で き な い 部分  

公 開 で き な い 理 由 

 

備 考  

 注 １ 公開の日時に都合の悪いときは、あらかじめ連絡してください。 

   ２ 公開を受ける際には、この回答書を提示してください。 

 

 ※ 公開費用の減額又は免除の申し出があった場合は、これを認めるかどうかを備考欄に記載する。 



 

 

別記３（第22条関係） 

 

年間事業計画書及び年度収支計画書 

 

  ○年間事業計画書に記載すべき事項 

    ・年間の管理目標 

    ・年間の管理業務の実施スケジュール（ソフト事業、自主事業等） 

  ○年間収支計画書 

   ・費目別予算額 

 

 

                                              

 

 

別記４（第23条関係） 

 

月例業務報告書 

 

  ○月例業務報告書に記載すべき事項 

    ・施設利用者数 

    ・利用料金の収入実績 

 

 

                                              

 

別記５（第24条関係） 

 

事業報告書 

 

  ○事業報告書に記載すべき事項 

 

 （１）当該年度の管理業務の実施状況報告書 

    各種事業の実施状況、使用の承認等の状況、利用料金の収入状況、苦情等の受付状況、施設

及び設備の維持管理報告など、管理業務の内容に対応する事項についての実施状況。 

 （２）当該年度の管理に関する経費の収支決算書 

    管理に関する経費の収支状況については、管理に係る経費の執行状況（決算）及び費目別内

訳等の状況を記載すること。 

 （３）当該年度の団体の経営状況を説明する書類（収支（損益）計算書、貸借対照表、財産目録等） 

 （４）その他甲が施設管理の実態を把握するために必要な事項 

 

 



 

 

（参考様式） 

年間事業計画書及び年度収支計画書 

 

年  月  日  

１ 指定管理者の概要 

施 設 名  

団 体 名  

代 表 者 名        

団体所在地  

電 話 番 号        ＦＡＸ番号        

 

２ 事業計画 

【１．管理に係る業務の実施計画】 

・年間の管理目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 年間の管理業務の実施スケジュール（ソフト事業、自主事業等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【２．管理に係る年間収支計画】 

 年度予算額 備考 

収入合計（Ａ） 円  

項 
 

目 

 

 

 

 

 

  

支出合計（Ｂ） 円  

項 
 
 
 
 
 
 

目 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

収支（Ａ）－（Ｂ） 円  

【３．その他】 

 



 

 

（参考様式） 

事業報告書 

 

年  月  日  

１ 指定管理者の概要 

施 設 名  

団 体 名  

代 表 者 名        

団体所在地  

電 話 番 号        ＦＡＸ番号        

 

２ 事業報告 

【１．管理に係る業務の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．利用状況及び利用料金の収入の実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【３．管理に係る年間収支状況】 

 年度決算額 備考 

収入合計（Ａ） 円  

項 
 

目 

 

 

 

 

 

  

支出合計（Ｂ） 円  

項 
 
 
 
 
 
 

目 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

収支（Ａ）－（Ｂ） 円  

【４．その他】 

 

 


